
 

 

第 92 回和光市都市計画審議会 

和光都市計画 変更概要 

和光都市計画 生産緑地地区の変更 ・・・・・・・・・・１ 

○ 土地区画整理事業に伴う換地処分及び生産緑地地区の解除等による 

地区数の増加及び面積の減少 

   変更前：165 地区 約 37.52 ha 

         ↓（地区数：5 地区増、面積：約 2.61 ha 減） 

   変更後：170 地区 約 34.91 ha 

   和光市特定生産緑地の指定に係る意見照会について・・・・２ 

   〇 生産緑地に指定されてから３０年を迎える地区の一部を特定生産

緑地に指定する際の都市計画審議会の開催方法について 
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生産緑地地区の変更(北側)

第１１５号
約0.26ha→分割による廃止
買取申出に伴う行為制限の解除

第１４１号
約0.16ha→廃止
買取申出に伴う行為制限の解除

第７７－２号
約1.22ha→追加指定に伴う統合 による廃止

第７０号
約0.31ha→約0.24ha(2412㎡) 
買取申出に伴う行為制限の解除

第１５２号
約0.15ha→廃止
買取申出に伴う行為制限の解除

第５６号
約0.45ha→分割による廃止
買取申出に伴う行為制限の解除

第３１号
約0.16ha→約0.11ha(1084.85㎡) 
買取申出に伴う行為制限の解除

凡 例
変更後の生産緑地

削除する生産緑地

追加する生産緑地

第１１５－１号
→約0.05ha(512.95㎡)

第１１５－２号
→約0.04ha(402.3㎡)

第５６－２号
→約0.09ha(920.75㎡)

第５６－１号
→約0.19ha(1930㎡)

第７８－１号
約0.32ha→追加指定に伴う統合 による廃止

第１８６号
→約1.67ha(16664㎡)



生産緑地地区の変更(南側)

凡例(区画整理地内)
変更後の生産緑地

変更前の生産緑地

第１８号
約0.82ha→約0.14ha(1352㎡) 
買取申出に伴う行為制限の解除

第２１号
約0.33ha→廃止
買取申出に伴う行為制限の解除

第１２５号
約0.44ha→分割及び統合による廃止

第１２８－２号
約1.84ha→分割及び統合による廃止

第１２８－１号
約0.31ha→分割及び統合による廃止

第１３０号
約0.18ha→約0.16ha(1633.83㎡) 
区画整理に伴う変更

第１８１号
約0.04ha→統合による廃止

第１２７－１号
約0.23ha→統合による廃止

第１２７－２号
約0.87ha→統合による廃止

第１２９号
約0.12ha→約0.08ha(817.27㎡) 
区画整理に伴う変更

越後山土地区画整理に伴う変更

凡 例
変更後の生産緑地

削除する生産緑地

第１２５－１号
→約0.12ha(1177.75㎡)

第１２５－２号
→約0.2ha(1990.29㎡)

第１８３号
→約0.1ha
(1015.01㎡)

第１８７号
→約0.23ha
(2258.69㎡)

第１８４号
→約0.86ha(8574.37㎡)

第１２８－３号
→約0.08ha(769.5㎡)

第１８５号
→約0.25ha(2534.61㎡)

第１２８－４号
→約0.06ha(619.7㎡)第１２８－５号

→約0.32ha(3178.7㎡)

第１２８－７号
→約0.04ha(365.73㎡)

第１２８－８号
→約0.32ha(3245.58㎡)

第１２８－９号
→約0.08ha(843.27㎡)

第１２８－６号
→約0.17ha(1656.03㎡)



 

 

 

和光都市計画生産緑地地区の変更（和光市決定） 

 

１ 都市計画生産緑地地区中第１８号、第３１号、第７０号、第１２９号及び第１３０号

生産緑地地区を次のように変更する。 

２ 都市計画生産緑地地区中第２１号、第５６号、第７７―２号、第７８－１号、第１１

５号、第１２５号、第１２７－１号、第１２７－２号、第１２８－１号、第１２８－２

号、第１４１号、第１５２号及び第１８１号生産緑地地区を廃止する。 

３ 都市計画生産緑地地区中第５６－１号、第５６－２号、第１１５－１号、第１１５－

２号、第１２５－１号、第１２５－２号、第１２８－３号、第１２８－４号、第１２８

－５号、第１２８－６号、第１２８－７号、第１２８－８号、第１２８－９号、第１８

３号、第１８４号、第１８５号、第１８６号及び第１８７号生産緑地地区を次のように

追加する。 

 

名 称 面 積 備 考 

第１８号生産緑地地区 

第３１号生産緑地地区 

第５６－１号生産緑地地区 

第５６－２号生産緑地地区 

第７０号生産緑地地区 

第１１５－１号生産緑地地区 

第１１５－２号生産緑地地区 

第１２５－１号生産緑地地区 

第１２５－２号生産緑地地区 

第１２８－３号生産緑地地区 

第１２８－４号生産緑地地区 

第１２８－５号生産緑地地区 

第１２８－６号生産緑地地区 

第１２８－７号生産緑地地区 

第１２８－８号生産緑地地区 

第１２８－９号生産緑地地区 

第１２９号生産緑地地区 

第１３０号生産緑地地区 

第１８３号生産緑地地区 

第１８４号生産緑地地区 

第１８５号生産緑地地区 

第１８６号生産緑地地区 

第１８７号生産緑地地区 

約 0.14ha 

約 0.11ha 

約 0.19ha 

約 0.09ha 

約 0.24ha 

約 0.05ha 

約 0.04ha 

約 0.12ha 

約 0.20ha 

約 0.08ha 

約 0.06ha 

約 0.32ha 

約 0.17ha 

約 0.04ha 

約 0.32ha 

約 0.08ha 

約 0.08ha 

約 0.16ha 

約 0.10ha 

約 0.86ha 

約 0.25ha 

約 1.67ha 

約 0.23ha 

地区の変更 

地区の変更 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の変更 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の分割による追加 

地区の変更 

地区の変更 

地区の分割及び統合による追加 

地区の分割及び統合による追加 

地区の分割及び統合による追加 

地区の統合による追加 

地区の統合による追加 



 

 

 

 [位置及び区域は計画図表示のとおり] 

 

理 由 

土地区画整理事業の換地処分、法第３条の要件を満たす農地の新たな指定及び法第１４

条の規定に基づく行為制限の解除により、都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更する

ものである。 
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凡例

生産緑地地区



 

 

 

理  由  書 

 

 本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定において準用す

る同法第１７条第１項の規定）に基づき、和光都市計画生産緑地地区の変更についての理

由を示したものです。 

 

１ 和光都市計画における位置等 

  変更前の生産緑地地区 

第１８号、第２１号、第３１号、第５６号、第７０号、第７７－２号、第７８－１号、

第１１５号、第１２５号、第１２７－１号、第１２７－２号、第１２８－１号、第１２

８－２号、第１２９号、第１３０号、第１４１号、第１５２号及び第１８１号生産緑地

地区 

変更後の生産緑地地区 

第１８号、第３１号、第５６－１号、第５６－２号、第７０号、第１１５－１号、第

１１５－２号、第１２５－１号、第１２５－２号、第１２８－３号、第１２８－４号、

第１２８－５号、第１２８－６号、第１２８－７号、第１２８－８号、第１２８－９号、

第１２９号、第１３０号、第１８３号、第１８４号、第１８５号、第１８６号及び第１

８７号生産緑地地区 

 

２ 変更の必要性及び内容 

⑴  第１８号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条に基づき、主たる従事者の

死亡による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制限が解除された

ことにより、面積及び区域の変更を行う。 

⑵  第２１号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条に基づき、主たる従事者の

死亡による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制限が解除された

ことにより、地区を廃止する。 

⑶  第３１号及び第７０号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条に基づき、生

産緑地地区指定の告示の日から起算して３０年を経過する日以後において買取申出

が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制限が解除されたことにより、面積及

び区域の変更を行う。 

⑷  第５６号及び第１１５号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条に基づき、

主たる従事者の死亡による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制

限が解除されたことにより、面積及び区域の変更を行い、それぞれ第５６－１号及

び第５６－２号並びに第１１５－１号及び第１１５－２号に分割する。 

⑸  第７７－２号及び第７８－１号生産緑地地区において、第７７－２号生産緑地地

区に隣接し、かつ、第７８－１号生産緑地地区に隣接する区域を和光市生産緑地地



 

 

 

区追加指定要綱に基づき新たに指定することにより、面積及び区域の変更を行い、

第７７－２号及び第７８－１号生産緑地地区を統合して第１８６号を指定する。 

⑹  第１２５号、第１２７－２号、第１２８－１号及び第１２８－２号生産緑地地区

において、越後山土地区画整理事業の換地処分が行われたことにより、面積及び区

域の変更を行う。 

第１２５号生産緑地地区にあっては、地区を３分割し、内２地区を第１２５－１

号及び第１２５－２号として指定するとともに、内１地区を第１２８－２号生産緑

地地区において分割された地区の内１地区と統合して第１８３号を指定する。 

第１２７－２号生産緑地地区にあっては、第１２８－２号生産緑地地区において

分割された地区の内１地区と統合して第１８４号を指定する。 

第１２８－１号生産緑地地区にあっては、地区を２分割し、内１地区を第１２８

－３号として指定するとともに、内１地区を第１２８－２号生産緑地地区において

分割された地区の内１地区と統合して第１８５号を指定する。 

第１２８－２号生産緑地地区にあっては、地区を９分割し、内６地区を第１２８

－４号、第１２８－５号、第１２８－６号、第１２８－７号、第１２８－８号及び

第１２８－９号として指定するとともに、内３地区を上記のとおりとする。 

⑺  第１２７－１号及び第１８１号生産緑地地区において、越後山土地区画整理事業

の換地処分が行われたことにより、第１２７－１号生産緑地地区において面積及び

区域の変更を行い、第１２７－１号及び第１８１号生産緑地地区を統合して第１８

７号生産緑地地区を指定する。 

⑻  第１２９号及び第１３０号生産緑地地区において、越後山土地区画整理事業の換

地処分が行われたことにより、面積及び区域の変更を行う。 

⑼  第１４１号及び第１５２号生産緑地地区において、生産緑地法第１０条に基づき、

主たる従事者の故障による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制

限が解除されたことにより、地区を廃止する。 

 



 

 

 

新旧対照表（１／２） 

 名     称 面 積 備     考 

新 第１８号生産緑地地区 約 0.14ha  

旧 第１８号生産緑地地区 約 0.82ha  

新 廃止   

旧 第２１号生産緑地地区 約 0.33ha  

新 第３１号生産緑地地区 約 0.11ha  

旧 第３１号生産緑地地区 約 0.16ha  

新 第５６－１号生産緑地地区 約 0.19ha 分割による追加 

新 第５６－２号生産緑地地区 約 0.09ha 分割による追加 

旧 第５６号生産緑地地区 約 0.45ha 分割による廃止 

新 第７０号生産緑地地区 約 0.24ha  

旧 第７０号生産緑地地区 約 0.31ha  

新 第１８６号生産緑地地区 約 1.67ha 統合による追加 

旧 第７７－２号生産緑地地区 約 1.22ha 統合による廃止 

旧 第７８－１号生産緑地地区 約 0.32ha 統合による廃止 

新 第１１５－１号生産緑地地区 約 0.05ha 分割による追加 

新 第１１５－２号生産緑地地区 約 0.04ha 分割による追加 

旧 第１１５号生産緑地地区 約 0.26ha 分割による廃止 

 



 

 

 

新旧対照表（２／２） 

 名     称 面 積 備     考 

新 第１２５－１号生産緑地地区 約 0.12ha 分割による追加 

新 第１２５－２号生産緑地地区 約 0.20ha 分割による追加 

新 第１２８－３号生産緑地地区 約 0.08ha 分割による追加 

新 第１２８－４号生産緑地地区 約 0.06ha 分割による追加 

新 第１２８－５号生産緑地地区 約 0.32ha 分割による追加 

新 第１２８－６号生産緑地地区 約 0.17ha 分割による追加 

新 第１２８－７号生産緑地地区 約 0.04ha 分割による追加 

新 第１２８－８号生産緑地地区 約 0.32ha 分割による追加 

新 第１２８－９号生産緑地地区 約 0.08ha 分割による追加 

新 第１８３号生産緑地地区 約 0.10ha 分割及び統合による追加 

新 第１８４号生産緑地地区 約 0.86ha 分割及び統合による追加 

新 第１８５号生産緑地地区 約 0.25ha 分割及び統合による追加 

旧 第１２５号生産緑地地区 約 0.44ha 分割及び統合による廃止 

旧 第１２７－２号生産緑地地区 約 0.87ha 統合による廃止 

旧 第１２８－１号生産緑地地区 約 0.31ha 分割及び統合による廃止 

旧 第１２８－２号生産緑地地区 約 1.84ha 分割及び統合による廃止 

新 第１８７号生産緑地地区 約 0.23ha 統合による追加 

旧 第１２７－１号生産緑地地区 約 0.23ha 統合による廃止 

旧 第１８１号生産緑地地区 約 0.04ha 統合による廃止 

新 第１２９号生産緑地地区 約 0.08ha  

旧 第１２９号生産緑地地区 約 0.12ha  

新 第１３０号生産緑地地区 約 0.16ha  

旧 第１３０号生産緑地地区 約 0.18ha  

新 廃止   

旧 第１４１号生産緑地地区 約 0.16ha  

新 廃止   

旧 第１５２号生産緑地地区 約 0.15ha  

 



 

 

 

変更概要書（１／３） 

名    称 変更の内容 

第１８号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.82ha の内約 0.68ha を削除し、面積約 0.14ha に変更

する。 

第２１号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

地区の廃止 

面積約 0.33ha を廃止する。 

第３１号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.16ha の内約 0.05ha を削除し、面積約 0.11ha に変更

する。 

第５６号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.45ha の内約 0.16ha を削除する。 

これに伴い地区が第５６－１号及び第５６－２号に分割さ

れ、それぞれ面積を約 0.19ha 及び約 0.09ha に変更する。 

第７０号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.31ha の内約 0.07ha を削除し、面積約 0.24ha に変更

する。 

第７７－２号生産緑地地

区 

都市の緑化推進のため、当地区に隣接し、かつ、第７８－１

号生産緑地地区に隣接する区域を新たに指定する。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.13ha を追加する。 

これに伴い第７８－１号生産緑地地区と統合して第１８６号

とし、面積約 1.67ha に変更する。 

第７８－１号生産緑地地

区 

上記の第７７－２号生産緑地地区の変更の内容において示し

ているとおり、当地区に隣接し、かつ、第７７－２号生産緑

地地区に隣接する区域を新たに指定する。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.13ha を追加する。 

これに伴い第７７－２号生産緑地地区と統合して第１８６号

とし、面積約 1.67ha に変更する。 



 

 

 

変更概要書（２／３） 

名    称 変更の内容 

第１１５号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.26ha の内約 0.17ha を削除する。 

これに伴い地区が第１１５－１号及び第１１５－２号に分割

され、それぞれ面積を約 0.05ha 及び約 0.04ha に変更する。 

第１２５号生産緑地地区 越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.44ha の内約 0.12ha を削除する。 

これに伴い地区が３分割され、第１２５－１号として面積約

0.12ha 及び第１２５－２号として面積約 0.20ha に変更する

とともに、第１２８－２号生産緑地地区において分割された

地区の内１地区と統合して第１８３号として面積約 0.10ha に

変更する。 

第１２７－１号生産緑地

地区 

越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.23ha の内約 0.04ha を削除する。 

これに伴い第１８１号生産緑地地区と統合して第１８７号と

して面積約 0.23ha に変更する。 

第１２７－２号生産緑地

地区 

越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.87ha の内約 0.19ha を削除する。 

これに伴い第１２８－２号生産緑地地区において分割された

地区の内１地区と統合して第１８４号として面積約 0.86ha に

変更する。 

第１２８－１号生産緑地

地区 

越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.31ha の内約 0.12ha を削除する。 

これに伴い地区が２分割され、第１２８－３号として面積約

0.08ha に変更するとともに、第１２８－２号生産緑地地区に

おいて分割された地区の内１地区と統合して第１８５号とし

て面積約 0.25ha に変更する。 



 

 

 

変更概要書（３／３） 

名    称 変更の内容 

第１２８－２号生産緑地

地区 

越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 1.84ha の内約 0.45ha を削除する。 

これに伴い地区が９分割され、第１２８－４号、第１２８－

５号、第１２８－６号、第１２８－７号、第１２８－８号及

び第１２５－９号としてそれぞれ面積約 0.06ha、約 0.32ha、

約 0.17ha、約 0.04ha、約 0.32ha 及び約 0.08ha に変更すると

ともに、上記の第１２５号生産緑地地区、第１２７－２号生

産緑地地区及び第１２８－１号生産緑地地区の変更の内容に

おいて示しているとおり、第１２５号生産緑地地区において

分割された地区の内１地区と統合して第１８３号とし、第１

２７－２号生産緑地地区と統合して第１８４号とし、及び第

１２８－１号生産緑地地区において分割された地区の内１地

区と統合して第１８５号とし、それぞれ面積約 0.10ha、約

0.86ha 及び約 0.25ha に変更する。 

第１２９号生産緑地地区 越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.12ha の内約 0.04ha を削除し、面積約 0.08ha に変更

する。 

第１３０号生産緑地地区 越後山土地区画整理事業の換地処分が行われた。 

面積及び区域の変更 

面積約 0.18ha の内約 0.02ha を削除し、面積約 0.16ha に変更

する。 

第１４１号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

地区の廃止 

面積約 0.16ha を廃止する。 

第１５２号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。 

地区の廃止 

面積約 0.15ha を廃止する。 

第１８１号生産緑地地区 越後山土地区画整理事業の換地処分が行われたことに伴い、

上記の第１２７－１号生産緑地地区の変更の内容において示

しているとおり、第１２７－１号生産緑地地区と統合して第

１８７号として面積約 0.23ha に変更する。 

 



生産緑地現況写真



 



第１８号生産緑地地区

白子１丁目2048番1、2051番1、2053番1、2054番1、2054番3
2055番1、2055番3、2057番1、2058番1、2059番1、2059番6
                       :買取申出



第２１号生産緑地地区

白子１丁目2003番1、2003番2、2006番1、2007番1、2008番1
2010番、2011番1、2012番1、2013番2      :買取申出



第３１号生産緑地地区

下新倉３丁目4534番1:買取申出



第５６号生産緑地地区

下新倉３丁目1984番2、1986番7、1986番9、1987番、
1988番1、1989番           :買取申出



第７０号生産緑地地区

下新倉４丁目892番1、894番1、895番4:買取申出



第１１５号生産緑地地区

新倉２丁目3416番1、3417番1、3423番1、3423番2
                   :買取申出



第１４１号生産緑地地区

新倉４丁目3005番6:買取申出



第１５２号生産緑地地区

下新倉４丁目2086番1、2097番1、2097番2:買取申出



第１８６号生産緑地地区

新倉２丁目3125番、3126番:追加指定



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１２５号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2632番1、2633番1、2637番1(換地前)

      南１丁目5301番4、5303番1、5303番2
5303番5、5303番6、5305番3、5308番4(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１２７－１号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2640番1、2640番12、2659番2(換地前)

南１丁目5314番3、5315番6(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１２７－２号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2658番2、2658番4、2658番19、2659番3(換地前)

南１丁目5315番27、5315番28(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１２８－１号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2550番1、2550番5、2550番6、2568番、2569番1(換地前)

南１丁目5321番1、5321番4、5321番5、5321番6、5321番23(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

   5320番30、5320番31、5320番32、5321番25、5321番26、5321番27

第１２８－２号生産緑地地区

南１丁目2552番2、2552番3、2553番、2554番、2559番1、2560番1、2560番2、2562番1、2562番2、2562番6、

2563番1、2563番5、2563番6、2564番1、2642番1、2642番6、2643番1、2643番2、2644番1、2644番4、2644番7

南１丁目5307番17、5307番18、5308番3、5313番20、5313番21、5313番37、5315番29、5320番2、5320番3、

   5320番4、5320番5、5320番15、5320番22、5320番23、5320番24、5320番26、5320番27、5320番28、5320番29、

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更

2644番9、2644番14、2644番15、2644番16、2645番1、2646番、2647番1、2648番、2649番1、2650番2、2656番1

(換地前)

(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１２９号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2552番18、2552番19、2652番1(換地前)

南１丁目5317番1(換地後)



        土地区画整理施行区域 生産緑地(換地前) 生産緑地(換地後)

第１３０号生産緑地地区

越後山土地区画整理事業の換地処分による面積及び区域の変更
南１丁目2540番5、2543番1(換地前)

南１丁目5322番2(換地後)



生産緑地地区の面積の推移

死亡による
買取申出

故障による
買取申出

30年経過によ
る買取申出

追加 削除 追加 削除 増減 面積

当初決定 平成4年11月30日 367,791.69 367,791.69 121 121 621 621 36.81 36.81 114.35 平成4年1月1日現在 32.2

第１回変更 平成5年6月25日 -891.00 366,900.69 121 2 619 36.71 36.71 105.28 34.9

第２回変更 平成5年11月18日 875.00 367,775.69 1 120 2 621 36.80 36.80 105.28 35.0

第３回変更 平成6年11月10日 5.30 4,712.00 -2.00 363,056.39 120 1 7 615 36.33 36.33 97.88 平成6年1月1日現在 37.1

第４回変更 平成7年12月27日 58.00 1,162.00 361,836.39 120 2 613 36.20 36.20 94.26 平成7年1月1日現在 38.4

第５回変更 平成8年10月28日 -1.00 361,835.39 120 1 614 36.20 36.20 90.60 40.0

第６回変更 平成8年12月27日 2,601.00 -102.00 359,132.39 120 1 4 611 35.93 35.93 90.60 39.7

第７回変更 平成9年12月26日 11.00 4,248.00 152.00 24,799.59 -14.00 379,506.98 116 647 37.98 37.98 88.60 平成9年1月1日現在 42.9

第８回変更 平成10年12月28日 1,201.00 565.00 378,870.98 115 647 37.91 37.91 84.52 平成10年1月1日現在 44.9

第９回変更 平成12年4月4日 1,509.00 377,361.98 114 645 37.76 37.76 82.13 46.0

第10回変更 平成12年9月5日 246.00 4,982.00 446.00 65.00 371,752.98 114 639 37.20 37.20 82.13 45.3

第11回変更 平成12年12月19日 943.00 370,809.98 114 1 638 37.11 37.11 82.13 45.2

第12回変更 平成13年5月2日 1,381.00 369,428.98 114 2 636 36.97 36.97 79.40 平成13年1月1日現在 46.6

第13回変更 平成14年3月22日 2,471.00 366,957.98 114 3 633 36.72 36.72 75.22 平成14年1月1日現在 48.8

第14回変更 平成15年10月1日 1,718.00 4,544.00 941.00 359,754.98 2 112 16 617 36.01 36.01 71.15 平成15年1月1日現在 50.6

第15回変更 平成16年11月25日 138.00 2,517.00 463.23 356,636.75 2 1 113 4 613 35.69 35.69 69.44 平成16年1月1日現在 51.4

第16回変更 平成17年3月17日 1,609.00 4,214.00 350,813.75 2 1 114 9 604 35.11 35.11 68.17 平成17年1月1日現在 51.5

第17回変更 平成17年7月29日 445.93 4,866.15 57,102.64 402,604.31 8 1 121 59 8 655 40.30 40.30 75.36 平成17年7月29日現在 53.5

第18回変更 平成20年10月8日 180.00 1,876.00 2,987.00 397,561.31 1 120 6 649 39.78 39.78 72.60 平成18年1月1日現在 54.8

第19回変更 平成20年10月15日 1,936.00 395,625.31 1 119 3 646 39.58 39.58 70.70 平成19年1月1日現在 56.0

第20回変更 平成21年3月5日 10,343.30 405,968.61 2 121 22 668 40.62 40.62 68.70 平成20年1月1日現在 59.1

第21回変更 平成21年11月20日 1,705.00 35,446.00 439,709.61 10 2 129 78 4 742 43.98 43.98 84.43 平成21年1月1日現在 52.1

第22回変更 平成22年6月16日 386.00 1,480.52 437,843.09 2 1 130 7 735 43.79 43.79 81.30 53.9

第23回変更 平成22年12月6日 3,657.00 441,500.09 4 134 9 744 44.17 44.17 81.30 54.3

第24回変更 平成23年11月16日 1,382.00 7,856.00 447,974.09 3 137 5 3 746 44.82 0.65 44.82 79.70 平成23年1月1日現在 56.2

第25回変更 平成24年8月1日 967.00 -2,740.00 444,267.09 2 135 8 738 44.45 -0.37 44.45 78.40 平成24年1月1日現在 56.7

第26回変更 平成24年11月28日 3,569.41 447,836.50 3 138 5 743 44.78 0.35 44.80

第27回変更 平成26年3月13日 75.00 5,571.40 3,958.45 438,231.65 4 4 138 30 713 43.83 -0.96 43.84

第28回変更 平成26年12月26日 2,325.00 9,900.56 -217.00 445,590.21 5 1 142 23 5 731 43.97 0.73 44.57 78.00 平成26年1月1日現在 56.4

第29回変更 平成27年11月26日 7,362.46 1,815.00 482.00 -14.00 435,916.75 2 4 140 1 18 714 43.59 -0.96 43.61 75.19 平成27年1月1日現在 58.0

第30回変更 平成29年4月12日 234.62 11,101.81 -828.00 423,752.32 5 5 140 24 45 693 42.38 -1.22 42.39 60.68 平成29年1月1日現在 69.8

第31回変更 平成30年2月6日 8,410.00 334.00 415,008.32 3 137 12 681 41.50 -0.87 41.52 59.40 平成30年1月1日現在 69.9

第32回変更 平成30年11月27日 59.00 9,425.48 3,679.00 1,085.00 -11,035.00 391,894.84 17 8 146 44 92 633 39.19 -2.16 39.36 59.40 平成30年1月1日現在 66.0

第33回変更 令和2年1月30日 1,655.00 610.00 64.00 389,693.84 2 144 1 3 631 38.97 -0.21 39.15 56.59 平成31年1月1日現在 68.9

第34回変更 令和2年12月25日 2,379.00 10,663.00 2,180.00 378,831.84 4 148 4 11 624 37.88 -1.12 38.03 54.20 令和2年1月1日現在 69.9

第35回変更 令和3年12月28日 1,065.00 952.00 1,702.00 -1,531.17 378,404.37 5 2 151 10 22 621 37.84 -0.19 37.85 53.84 令和3年1月1日現在 70.3

第36回変更 令和4年3月28日 1,586.00 66.00 376,884.37 1 150 2 1 622 37.69 -0.15 37.70 53.69 令和3年1月1日現在 70.2

第37回変更 令和4年12月20日 1,684.00 4,474.00 301.00 88.00 371,115.37 1 1 150 10 12 620 37.11 -0.57 37.13 51.85 令和4年1月1日現在 71.6

第38回変更 令和5年3月23日 27,739.00 398,854.37 17 167 71 691 39.89 2.78 39.91

第39回変更 令和5年12月27日 3,393.00 14,607.07 1,901.00 -10.00 382,745.30 8 7 168 33 57 667 38.27 -1.59 38.32 65.16 令和5年10月6日現在 58.7

第40回変更 令和6年12月25日 1,082.00 4,118.00 -2,689.00 374,856.30 2 5 165 43 53 657 37.49 -0.80 37.52 62.35 令和6年1月1日現在 60.1

第41回変更 令和7年12月26日 0.00 13,429.25 3,076.41 1,211.15 0.00 1,259.00 -9,746.99 348,651.50 18 13 170 45 91 611 34.87 -2.61 34.91 58.57 令和7年1月1日現在 59.5

計 10,065.85 122,343.07 27,502.68 14,607.07 1,414.00 558,138.19 -29,603.16

告示日

買取・公共施
設の設置等に
よる削除
（㎡）

指定要件を
欠いたため
の削除
（㎡）

追加指定
（㎡）

行為制限の解除による削除（㎡） その他の変更
（地積の更正
等）（㎡）

生産緑地
面積（㎡）

地区数

地区数

筆数

筆　数

平成12年1月1日現在

平成22年1月1日現在

生産緑地面
積Ⓐ
(ha)

都市計画決定
市街化区域内農地面積Ⓑ

(ha)

指定率
Ⓐ÷Ⓑ
(%)

平成5年1月1日現在

平成8年1月1日現在



特定生産緑地の指定に係る意見照会について

・ 特定生産緑地とは、

・ 都市計画審議会の必要性

・ 書面開催とする理由

・ 書面開催の仕組み

② 資料の送付: 審議事項をまとめた資料を構成員に送付します。
③ 意見提出: 構成員は資料に基づき、書面で意見や賛否を提出します。
④ 議決の成立: あらかじめ定められた期間内に異議がなければ、
  提出された意見を基に議決が成立したとみなされます。
⑤ 議事録の作成: 議事録を作成し、開催されたものとして記録されます。 

① 開催の案内送付。

 生産緑地に指定されてから３０年を迎える地区の一部を特定生産緑地に指定す
る際の都市計画審議会の開催方法について
                 →書面開催を行いたいと考えています。

 生産緑地制度で30年を経過する生産緑地について、都市環境の保全のため、所有者の
同意を得て指定することで、買取り申出ができる時期を10年間延長する制度です。これ
により、優遇税制（固定資産税、都市計画税の農地評価など）や相続税の納税猶予措置
を継続して受けることができます。

 生産緑地法第１０条の２第３項において、特定生産緑地の指定をしようとするとき
は、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならないとされています。また、都市
計画運用指針では、「特定生産緑地の指定に当たっては、市町村都市計画審議会の意見
を聴かなければならないこととされている。生産緑地地区に関する都市計画決定が同一
時期に大量に行われることにより、特定生産緑地の指定に係る事務が一斉に生じること
が予想される場合には、特定生産緑地の指定が申出基準日に間に合わないことのないよ
う、特定生産緑地の指定に係る意向調査の進捗状況も踏まえつつ、都市計画審議会を年
に複数回開催するなど、柔軟に対応することが望ましい。」とされています。
                   都市計画運用指針一部抜粋

 特定生産緑地制度は、買取りの申出期限の延伸を行うものであり、都市計画法に基づ
く都市計画決定手続きは必要としていないが、都市計画審議会の「意見の聴取」を行う
こととしている為。

 都市計画審議会の書面開催は、コロナ禍などをきっかけに、書面（議決）で審議・決
定を行う方法として一部の自治体で導入されています。審議会を書面開催とする場合
に、資料を配布して構成員が意見を提出し、一定の期間内に異議がなければ議決が成立
する仕組みです。基本的な進め方は、以下のようになります。



（参考）生産緑地制度の概要 
 
 
 

１ 生産緑地地区とは 

生産緑地地区は、市街化区域内において公園、緑地等の公共施設等の敷地の用に供する土地とし

て適している農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定

めるものです。 

 

２ 生産緑地地区の指定に必要な要件 

① 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地として適していること。 

② 農林漁業の継続が可能であること。 

③ 300 ㎡以上の農地であること。 

 

３ 生産緑地地区に指定されると 

・農地として適正に管理することが義務づけられます。 

・建築物や工作物の新築や改築、土地の造成等の行為が制限されます。 

・固定資産税や相続税など税制上の優遇措置が受けられます。 

・次の①～③いずれかに該当する場合は、市に対して生産緑地を買い取るよう申し出ができます。 

① 指定から 30 年を経過し、特定生産緑地に指定されていない場合 

② 特定生産緑地の指定から 10 年が経過し、特定生産緑地の更新をしない場合 

③ 農業の主たる従事者の死亡または重大な故障により営農が不可能となった場合 

 

４ 生産緑地地区に関して都市計画を変更する必要があるもの 

① 地区の追加 

・区域区分（市街化区域）が変更（拡大）した場合 

 （例）和光北インター東部地区の市街化区域編入（令和５年度） 

・地区を分割し、新たな地区として指定する場合 

（例）土地区画整理事業の仮換地指定または換地処分に伴うもの 

地区内の一部の農地の指定解除に伴うもの 

・市街化区域内の農地所有者から追加指定申請があった場合  など 

 



② 地区の廃止 

・地区を分割して新たな地区として指定するため、元の地区を廃止する場合 

・生産緑地地区内の全部の農地が公共施設等の用地に供された場合 

・生産緑地地区内の全部の農地の買取申出があり、行為制限が解除になった場合  など 

 

③ 地区の変更 

・土地区画整理事業の仮換地指定または換地処分により、生産緑地地区内の土地について、

位置、区域または面積に変更が生じる場合 

・生産緑地地区内の一部の農地が公共施設等の用地に供された場合 

・地区内の一部の農地の買取申出があり、行為制限が解除になった場合  など 

 

 



生産緑地として税制特例措置 

■相続税等：納税猶予の適用 

■固定資産税等：農地課税 

 
 

特定生産緑地制度とは、生産緑地に指定されてから30 年が経過する以前に、土地の所有者等の意向を

基に、その周辺の地域における公園、緑地、その他の公共施設の整備状況や、現在の土地利用の状況から

判断し、問題がないと考えられる農地について市が指定できるものです。 

指定された場合、市に買取申出が可能となる期日が10 年間延期され、従来同様の税制措置の維持が可

能となります。10 年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10 年の延長ができます。 

 

１ 特定生産緑地に、「指定する場合」と、「指定しない場合」の比較について 

 特定生産緑地に指定する
．．．．

場合 特定生産緑地に指定しない
．．．．．

場合 

固定資産税等 農地課税 
宅地並み課税 

（５年間の激変緩和措置が適用） 

次世代の方の相続税納税猶予 〇 受けられる × 受けられない 

生産緑地（行為制限） 維持される 維持される 

買取申出 死亡や故障等の発生により可能 いつでも可能 

 

▼特定生産緑地に指定する
．．．．

場合                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼特定生産緑地に指定しない
．．．．．

場合         

 
 

 

 

 

■ 
 
 

営農継続 

税制特例措置なし(激変緩和措置あり) 

■相続税等：次の相続における納税猶予の適用なし 

激変緩和：既に納税猶予を受けている場合、現世代に限り猶予継続 

■固定資産税等：宅地並み課税 

激変緩和：5年間、課税標準額に軽減率（1年目0.2,2年目0.4, 

3年目0.6,4年目0.8）を乗じる 

1996年 

（平成8年） 

生
産
緑
地
地
区
の 

都
市
計
画
の
告
示 

指定 

税制 

相続の発生等 

買取申出可能 

生産緑地として税制特例措置 

■相続税等：納税猶予の適用 

■固定資産税等：農地課税 

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
の
公
示 

所有者等の

意向確認 2026年 

(令和8年) 

告示から30年 
相続の発生等 

所有者等の

意向確認 

特定生産緑地として税制特例措置が継続 

■相続税等：納税猶予の適用 

■固定資産税等：農地課税 

指
定
期
限
の
延
長
の
公
示 

10年毎に 
更新可能 

2036年 
(令和18年) 
特定生産緑地 
指定から10年 

買取申出可能 

生
産
緑
地
地
区
の 

都
市
計
画
の
告
示 

指定 

相続の発生等 

税制 

いつでも買取申出可能になるが、 
買取申出するまでは行為制限は継続  

相続の発生等 

買取申出可能 

以降、特定生産緑地の指定は 
受けられない 営農継続 



２ 特定生産緑地の指定メリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 注意事項 

①今回指定を受けない場合（生産緑地の指定から30 年経過してしまった場合）には、今後、特定生産緑 
地に指定することができません。 

 

②指定するには、当該農地等に係る全ての利害関係人の同意が必要となります。利害関係人が金融機関の 
抵当権などの場合には、申請に必要な同意を得るのに１カ月以上かかる場合もあります。お早目に準備

をお願いします。 

１ 営農を続ける際のメリット 

特定生産緑地を選択 

〇 固定資産税等は引き続き農地評価です 

  特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。 

 

〇 10 年毎に継続の可否を判断できます 

  特定生産緑地の指定は、10 年毎の更新制です。 

 （10 年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取の申出が可能です）。 

 

 

特定生産緑地を選択しない 

× 固定資産税等の税の負担が急増します 

  5 年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。 

 

× 30 年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません 

  特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30 年が経過する前までしか指定できません。 
 

２ 相続する際のメリット 

特定生産緑地を選択 

〇 次の相続での選択肢が広がります 

次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、 

買取申出をするかを選択できます。 

 

〇 農地を残しやすくなります 

次世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続します。 

 

 

特定生産緑地を選択しない 

× 次の相続での選択肢が狭くなります 

特定生産緑地を選択しないと、次の世代の方は納税猶予を受けることができません。 

  （現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します）。 



 
和光市の特定生産緑地指定のスケジュール（予定） 

（1996 年（平成8 年）に指定した生産緑地の場合） 

 

年  月  特定生産緑地指定手続 
2025 年 

 

 

 

 

 

 

11 月 
 

１２月 1 日 
 

 

・特定生産緑地指定申請兼同意確認書送付 
 

・特定生産緑地指定申請兼同意確認書受付開始 
 

 

2026 年 
 

 

 

 

 

 

3 月 31 日 

 

4 月 

 

 

 

 

6 月～7 月 

 

9 月 

・特定生産緑地指定申請書兼同意書受付終了 

 

・書類審査 

 

・現地営農状況確認 

・税務署への同意確認 

 

・都市計画審議会の意見聴取 

 

・特定生産緑地指定の公示 

 

・農地等利害関係人への通知 

  

・上記はあくまで予定を示しており、変更が生じる場合があります。 
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